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亀山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和７年７月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第３２号 

  

亀山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

  

亀山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則（平成１７年亀山市規則第４９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 
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改正後 改正前 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

扶養親

族等の

数 

金額 

０人 ３，６６１，０００円 

１人以

上 

３，６６１，０００円に扶養親

族等１人につき３８０，０００

円を加算した額（所得税法に規

定する同一生計配偶者（７０歳

以上の者に限る。以下この項に

おいて同じ。）又は老人扶養親

族があるときは、当該同一生計

配偶者又は老人扶養親族１人に

つき４８０，０００円を、同法

に規定する特定扶養親族がある

ときは、当該特定扶養親族１人

につき６３０，０００円をその

額に加算した額） 
 

扶養親

族等の

数 

金額 

０人 ３，６０４，０００円 

１人以

上 

３，６０４，０００円に扶養親

族等１人につき３８０，０００

円を加算した額（所得税法に規

定する同一生計配偶者（７０歳

以上の者に限る。以下この項に

おいて同じ。）又は老人扶養親

族があるときは、当該同一生計

配偶者又は老人扶養親族１人に

つき４８０，０００円を、同法

に規定する特定扶養親族がある

ときは、当該特定扶養親族１人

につき６３０，０００円をその

額に加算した額） 
 

附 則 

 この規則は、令和７年８月１日から施行し、改正後の別表第３の規定は、同日以後

に受けた医療について適用する。 

  

 


